
第8期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

項目名 細目名
目標を設定するに至った

「現状と課題」
第８期計画における「取組」

「目標」
（事業内容、指標等）

中間
見直し

取組の具体的な実施内容、実績
自己
評価

評価の理由 課題と対応策 実施状況 公表の方法

三芳町

①自立支
援・介護予
防・重度化

防止

生活支援サービス
の体制整備

高齢者が自立した生活を送れるように、
地域における支え合いの仕組みや生き
がい創出、社会参加の貴会の確保を進
める必要がある。
平成28年度から行政区単位での住民
ワークショップを開始。R2年度末時点で
3行政区に支えあい活動（居場所）が立
ち上がっている。
残る行政区においても、身近な地域に
おける支え合い活動を進められるような
支援が必要である。

身近な地域での支え合い活動の創出・活性
化

行政区別住民ワークショップ
開催地区　R3：4地区　R4：4地区　R5：4地区
開催回数　R3：8回　R4：8回　R5：8回
参加人数　R3：160人　R4：160人　R5：160人

あり

支え合いの仕組みづくりに向けた住民ワーク
ショップの開催：3地区・5回
住民からの依頼による支え合い活動支援の実
施：3団体
サロン等の運営者を対象とした情報交換等の実
施（集いの場サミット）：1回

身近な地域での支え合い活動として、新たに3つ
の集いの場の活動が始まり、支え合いの地域づ
くりが進んでいる。

○

住民ワークショップの開催地区は目標を下
回っているが、新たに3つの団体が地域に
おける支え合い活動としてサロン等の活動
を開始した。
また、現在活動しているサロン等の団体へ
の支援も行い、身近な地域における支え
合いの仕組みづくりを進められている。

住民ワークショップが開催されていない地区が
残っているため、ワークショップ開催に向けた取
組が必要である。
また、サロン運営者も高齢になっているため、運
営者・参加者のフレイル予防も含めた活動支援
を進めていく必要がある。

実施
ホームページ
で公表

三芳町

①自立支
援・介護予
防・重度化

防止

地域ケア会議の開
催

自立支援・重症化防止の取組の推進に
向け、三芳町ケアマネジメント指針を作
成し、適正なケアプラン作成の支援を
行っている。
ケアプラン作成には担当するケアマネ
ジャーの経験や能力などの個人差が見
られ、ケアマネジャーへの個別支援が必
要である。

地域ケア会議を通じた個別ケアマネジメント
支援

自立支援型地域ケア会議
開催回数　R3：9回　R4：9回　R5:9回
検討事例数　R3：18件　R4：18件　R5：18件

認知症施策推進地域ケア会議
開催回数　R3：3回　R4：3回　R5:3回
検討事例数　R3：6件　R4：6件　R5：6件

なし

自立支援型地域ケア会議：9回・17件
認知症施策推進地域ケア会議：3回・5件

地域ケア会議後に作成した新ケアプランに対する
個別面接を新規提出事例全件で実施。

自立支援・重度化防止に資するケアマネジメント
実施のための研修会などケアマネジメント支援を
目的とした研修会を年3回実施。

○

・ケア会議開催回数は目標を達成してお
り、検討事例数についても概ね目標を達
成している。
・ケアマネジメント能力の向上については、
新人等の経験の少ないケアマネジャーを
対象とした個別研修会を引き続き実施する
ことで、ケアマネジメント能力の向上に取り
組んだ。
・会議内で使用している書式（例：課題整
理総括表や興味・関心チェックシート）をケ
アプランに反映できていない例が多くあっ
た。

ケアプラン作成は個別性が高いことや更なるケ
アマネジメント能力の向上、スキルアップが必要
であることから継続した研修や定期的なケアプ
ラン点検を実施する必要がある。
また、会議書類作成や事例提出・見学参加を通
してケアプラン作成時の気づきや学びにつなが
ることを目的に会議書類の書式の見直しを実施
する必要がある。

実施
ホームページ
で公表

三芳町

①自立支
援・介護予
防・重度化

防止

在宅医療・介護連
携を図るための体

制整備

これまで、入退院支援は明確なルール
がなく医療職・介護職ともに相談や連携
のしにくさを感じていた。
医療と介護両方の支援を必要とする高
齢者が増加していく中で、効率的な連携
を行うためには、入退院支援ルールの
作成が必要である。

入退院における病院と在宅関係者の連携
強化

R3年度：入退院支援ルール案の作成
R4年度：入退院支援ルール案の試行（実施可能な
病院、地域包括支援センター、居宅介護支援事業
所）
R5年度：入退院支援ルールの運用開始（管内全病
院、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所）

あり

入退院支援ルール策定のためのワーキングチーム会
議
病院部会：1回、在宅部会：1回、合同部会：1回
入退院ルール構築推進に向けた病院管理者会議：1
回
病院関係者、地域包括支援センター、ケアマネジャー
を対象とした研修会等：2回

令和5年度より本格運用を開始した。
ワーキングチーム会議において、入退院支援ルール
の活用状況や効果的な活用に向けての演習などを実
施した。

◎
目標とした入退院支援ルールの運用開始
は達成できた。

入退院支援ルールの運用は開始されたが、効
果的に活用するための支援は継続する必要が
ある。
また、ルールの運用開始に向けてこれまでは主
にケアマネジャーと医療機関の相談員と進めて
きたが、薬剤師や看護師、リハ職等の多職種を
含めたルールの活用ができるように取組を進め
る必要がある。

実施
ホームページ
で公表

三芳町
②給付適

正化
給付実績の活用に

よる適正化

R3年度からR5年度にかけて介護給
付費は約15％の増加が見込まれて
いる。
持続可能な介護保険制度の構築の
ためには、適切な介護サービスの利
用を進めていく必要がある。
埼玉県介護給付適正化計画に基づ
き、国保連合会から提供される給付
実績の活用や費用の効率化を通じ、
給付適正化のための取組を実施し
ていく。

介護給付適正化事業の推進

①要介護認定適正化
R3：100%　 R4：100%　 R5：100%
②ケアプラン点検
R3：全事業所 　R4：全事業所　R5：全事業所
③住宅改修の点検(現地確認)
R3：３件　 R4：３件　 R5：３件
③福祉用具購入・貸与調査(現地確認)
R3：３件　 R4：３件　 R5：３件
④縦覧点検・医療情報との突合
R3：適宜 　R4：適宜　 R5：適宜
⑤介護給付費通知
R3：年２回 　R4：年２回　R5：年２回
⑥適正化システムの活用
R3：適宜 　R4：適宜　 R5：適宜

なし

介護給付適正化事業の実施
R5年度実績
①要介護認定適正化：100%
②ケアプラン点検：全事業所
③住宅改修の点検(現地確認)：３件
③福祉用具購入・貸与調査(現地確認)：３件
④縦覧点検・医療情報との突合：適宜
⑤介護給付費通知：年２回
⑥適正化システムの活用：適宜

◎
目標に挙げた指標は全て達成されてい

る。

給付適正化6事業は全て実施し目標も達成して
いる。9期事業計画に合わせ事業を再編し引き
続き実施していく。

実施
ホームページ
で公表

公表の状況令和５年度（年度末実績）
保険者

名

貴自治体において第８期介護保険事業計画に記載している内容
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